
質問事項１ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について、誤っているものはどれか。
解答選択肢 1 提供するサービスの第三者評価を実施した場合は、重要事項説明書に記載する必要がある。

2 提供するサービスの第三者評価を実施していない場合は、重要事項説明書に記載する必要はない。
3 提供するサービスの第三者評価を実施した場合、実施した評価機関の名称を重要事項説明書に記載する必要がある。
4 提供するサービスの第三者評価を実施した場合、評価結果の開示状況を重要事項説明書に記載する必要がある。

対象サービス 居宅介護
重度訪問
介護

同行援護 行動援護 療養介護 生活介護 短期入所
重度障害
者等包括
支援

施設入所
支援

自立訓練
（機能）

自立訓練
（生活）

就労選択
支援

就労移行
支援

就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

就労定着
支援

共同生活
援助

自立生活
援助

児童発達
支援

居宅訪問
型児童発
達支援

医療型児
童発達支
援

放課後等
デイサー
ビス

保育所等
訪問支援

障害児入
所施設
（福祉
型）

障害児入
所施設
（医療
型）

正答 2
解説 提供するサービスの第三者評価を実施について、実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況を重要事項説明書に記載する必要がある。

質問事項２ 新規採用時研修について、誤っているものはどれか。

対象サービス 療養介護 生活介護 短期入所
重度障害
者等包括
支援

施設入所
支援

自立訓練
（機能）

自立訓練
（生活）

就労選択
支援

就労移行
支援

就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

共同生活
援助

児童発達
支援

居宅訪問
型児童発
達支援

医療型児
童発達支
援

放課後等
デイサー
ビス

保育所等
訪問支援

障害児入
所施設
（福祉
型）

障害児入
所施設
（医療
型）

解答選択肢 1 業務継続計画について、新規採用時には研修を実施することが望ましい。
2 新規採用時には感染症対策研修を実施することが重要である。
3 新規採用時には必ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。
4 新規採用時には虐待防止の研修を実施することが望ましい。

正答 4
解説 新規採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。

質問事項３ 新規採用時研修について、誤っているものはどれか。
対象サービス 居宅介護

重度訪問
介護

同行援護 行動援護

解答選択肢 1 業務継続計画について、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。
2 新規採用時には感染症対策研修を実施することが望ましい。
3 新規採用時には必ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。
4 新規採用時には虐待防止の研修を実施することが望ましい。

正答 4
解説 新規採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。

質問事項４ サービス提供記録について、誤っているものはどれか。

対象サービス 居宅介護
重度訪問
介護

同行援護 行動援護 生活介護 短期入所
重度障害
者等包括
支援

自立訓練
（機能）

自立訓練
（生活）

就労選択
支援

就労移行
支援

就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

就労定着
支援

自立生活
援助

地域移行
支援

地域定着
支援

児童発達
支援

居宅訪問
型児童発
達支援

医療型児
童発達支
援

放課後等
デイサー
ビス

保育所等
訪問支援

解答選択肢 1 サービス提供記録は、後日一括して記録することも差し支えない。
2 サービス提供記録には、提供したサービスの具体的内容を記録しなければならない。



3 サービス提供記録は、利用者の確認を得なければならない。

正答 1
解説 サービス提供記録は、サービスの提供の都度記録しなければならない。

質問事項５ 法定代理受領により市町村より介護給付費等の支給を受けた場合の通知について述べたもののうち、正しいものはどれか。
解答選択肢 1 極力早く利用者に通知するため、サービスを提供した翌月初めには請求書と合わせ通知している。

2 市町村から介護給付費等の支給を受けた後に通知している。
3 自己負担額が０円のため、報酬額の全額が法定代理受領となることが明白な場合は、特に利用者に通知する必要はない。

対象サービス 居宅介護
重度訪問
介護

同行援護 行動援護 療養介護 生活介護 短期入所
重度障害
者等包括
支援

施設入所
支援

自立訓練
（機能）

自立訓練
（生活）

就労選択
支援

就労移行
支援

就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

就労定着
支援

共同生活
援助

自立生活
援助

地域移行
支援

地域定着
支援

特定相談
支援

児童発達
支援

居宅訪問
型児童発
達支援

医療型児
童発達支
援

放課後等
デイサー
ビス

保育所等
訪問支援

障害児入
所施設
（福祉
型）

障害児入
所施設
（医療
型）

障害児相
談支援

正答 2
解説

質問事項６ 記録の整備について、誤っているものはどれか。
解答選択肢 1 サービス提供記録は、少なくとも５年以上保存しておかなければならない。

2 身体拘束等の記録は、少なくとも５年以上保存しておかなければならない。
3 苦情の内容等に係る記録は、少なくとも５年以上保存しておかなければならない。
4 感染症対策委員会の記録は、少なくとも５年以上保存しておかなければならない。

対象サービス 居宅介護
重度訪問
介護

同行援護 行動援護 療養介護 生活介護 短期入所
重度障害
者等包括
支援

施設入所
支援

自立訓練
（機能）

自立訓練
（生活）

就労選択
支援

就労移行
支援

就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

就労定着
支援

共同生活
援助

自立生活
援助

地域移行
支援

地域定着
支援

特定相談
支援

児童発達
支援

居宅訪問
型児童発
達支援

医療型児
童発達支
援

放課後等
デイサー
ビス

保育所等
訪問支援

障害児入
所施設
（福祉
型）

障害児入
所施設
（医療
型）

障害児相
談支援

正答 4
解説 サービス提供記録、個別支援計画、身体拘束等の記録、苦情の内容等に係る記録、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録については、少なくとも５年以上保存しておかなければならない。

法定代理受領により市町村からサービスに係る介護給付費等の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の額を通知しなければならない。


